
 

 

 

２０１５年度ドイツ学術交流会(ＤＡＡＤ)研修奨学金 

 

 

ドイツの語学機関における語学研修奨学金（ＩＳＫ） 

 

 

１）対象者 

・ 応募できるのは日本において優秀な成績をあげている、あらゆる専攻分野（独語・独文・ドイ

ツ語教授法、翻訳を除く）の学生・院生、もしくは大学での研究に従事している者。少なくと

も奨学金開始時までに学部 2年を修了していること。 

・ 学部最終学年在籍者は、学部卒業後すぐに大学院に進学する予定であること。大学からその証

明書もしくは、応募者自身による意思確認書を添付すること。 

・ 大学での研究に従事している者は、応募の時点で最終の卒業、修了もしくは学位取得時から６

年以上経過していないこと。 

 

２）給付・待遇 

・ 本奨学金は、ドイツ国内の語学機関における８週間のドイツ語の集中講座に参加するためのも

のである。 

・ ２０１５年６月から２０１５年１２月の間に開催される講座であること。 

・ ２０１５年度の指定講座は下記一覧を参照。www.daad.de/isk-kursliste   

・ この奨学金の延長はできない。 

・ DAADは奨学金２,３００ユーロ、旅費補助として４５０ユーロ、および健康保険料を支給する。 

（金額は前年度の額。最新の旅費補助額は www.daad.de/rkp-hsk_hwk_isk を参照。） 

 

３）応募条件 

・ 奨学金支給開始時の年齢は少なくとも１８歳であること。 

・ 応募者は奨学金開始時に、母国、もしくは定住している国（ドイツを除く）の大学に学籍登録

をしているか研究に従事していること。 

・ 再応募は可能であるが、ISK、HSK、HFK奨学金は 1度受けたあと、続く 2年間は応募できな

い。 

・ ISK奨学金と HSK奨学金を併願することはできない。 

・ 応募者は少なくとも欧州語学力評価基準の A1、最高で B1のドイツ語学力を有すること。 

 

４）出願手続 

出願書類は４部（原本１部、コピー３部）を提出すること。書類はすべて独文もしくは英文で提出する

こと（例外は a, e, f）。和文書類は受けつけない。 

 

 

 

http://www.daad.de/isk-kursliste
http://www.daad.de/rkp-hsk_hwk_isk


提出書類： 

 a) DAAD所定のオンライン申請用紙  すべて正しく入力後印刷し、４通すべてに署名をする。 

b) 履歴書（箇条書き。独文もしくは英文。ただし欧州語学力評価基準の B 1以上のドイツ語能力があ

る場合は、必ず独文。）出生時から、小学校に始まる学歴、職歴、研究歴等を空白がないように詳

しく記載する。 

c) 応募の動機（独文もしくは英文。ただし欧州語学力評価基準の B 1以上のドイツ語能力がある場合 

  は、必ず独文。）詳しく記したもの。長さはＡ４サイズ１-３枚とする。 

d) 推薦状 (独文もしくは英文）応募者の学術的な能力について専門科目を指導する教授が書いたもの。

開封無効。 

e) 卒業・修了証明書（独文もしくは英文）大学の卒業・修了証明書。該当者のみ。 

f) 成績証明書（独文もしくは英文）、および学部最終学年在籍者は、大学院に進むことを証明する大

学からの証明書、もしくは応募者自身により、大学院進学の意思と、進学予定大学、予定学部学科

を明記した意思確認書。 

g) ドイツ語能力証明書（DAAD所定の用紙）この証明書は大学教員（非常勤を含む）あるいはゲーテ・

インスティテュートの講師など、応募者の応募時のドイツ語能力について記すことができる者が作

成すること。そのほかの語学証明書がある場合はそれも提出する。この場合、B1、TestDaF の TDN3

以下成績の語学能力証明書は、半年以内に取得したものであること。（独文もしくは英文。原本は

提出しないこと。コピーを４通作成のこと） 

重要：ｄ）の推薦状と g）のドイツ語能力証明書を同一人が作成することはできない。 

「DAAD夏期研修奨学金出願書類の注意書き」も必ず一読すること。 

 

５）応募期限と提出先 

応募は２０１４年１０月１日から２０１４年１１月２８日までの間にドイツ学術交流会東京事務

所（〒１０７－００５２ 東京都港区赤坂７－５－５６、ドイツ文化会館内）宛てに郵送すること。 

封筒に「ＩＳＫ提出書類」と朱書きすること。提出期限厳守のこと。 

 

６）選考 

DAAD東京事務所で専門委員による国内選考(書類選考)が行われる。この委員会で推薦された者につい

てボンの DAAD本部で最終決定が行われる。選考結果は書面にて通知される。 

 

７）その他 

・ 原則として奨学金はまず研修先への受講料と宿泊費の支払いに充てられ、その残額が現地で 

研修先から奨学生に給付される。 

・ 応募者は申請書類に希望の研修先を申請することができる。DAADは奨学生の希望に沿うよう

に努力するが、最終的には各研修地の受入れ可能人数等を考慮して決定される。 

・ 応募後の受講講座の変更、中断はできない。 

・ 不完全な応募書類は選考の対象とされないので気をつけること。 

・ 応募書類は返却しない。 

 

８）問い合わせ 

・電話の場合は（０３－３５８２－５９６２） 

・電子メールの場合は daad-tokyo@daadjp.com 

・ファクスでの問い合わせはできません。 


